
ふくしま県産品再生支援事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、東日本大震災及び原子力発電所事故に起因する風評により甚大な被害を被 

った県産品の振興を図るため、また、原材料価格の高騰により経営が圧迫されている県 

内加工食品事業者の経営安定化に向けた県産品のブランド力強化や販路拡大を図るため、 

商品開発及び販路開拓・拡大など、県産品の振興に資すると認められる事業に要する経 

費について、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。 

以下、「規則」という。）及び本要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交 

付する。 

（定 義） 

第２条 この要綱において「県産品」、「加工食品」、「加工食品事業者」とは別表第１に定

めるところによる。 

（補助の対象及び補助額） 

第３条 補助金は、別表第２に掲げる補助事業者が、同表に掲げる事業内容を行う場合、

当該事業に要する経費について、事業実施者（以下、「補助事業者」という。）に交付す

るものとし、その額は同表に掲げる補助額の範囲内で知事が定める額とする。 

２ 消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外する。 

（申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項に規定する申請書は、第１号様式によるものとし、その提出期

限は知事が別に定める日とする。 

（補助金交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項に規定する交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

に従うべきこと。 

（２）別表第２に掲げるふくしま商品開発・販路開拓支援事業にあっては、福島特定原子

力施設地域振興交付金交付規則（平成２７年経済産業省告示第５９号）に従うべきこ

と。 

（３）規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、別表に掲げる軽微な

変更の欄に掲げる変更とする。 

（４）補助事業の実施に関し、契約をする場合においては、補助事業の運営上競争入札に

よることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札により行うべきこと。 

２ 規則第６条第２項の規定による交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業により取得した財産については、補助事業の完了後においても、当該財産

を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図ること。 

（２）補助事業により取得した財産を譲渡し、交付し、貸し付け又は担保に供する場合に 



 

は、補助金の交付の目的に反しない場合であっても、予め、知事の承認を受けること。 

（着手届） 

第６条 補助事業者は、当該事業に着手したときは、速やかに補助事業着手届（第２号様

式）を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、事業を執行するにあたり、やむを得ない事情により補助金の交付決定

前に事業に着手する場合には、指令前着手届（第３号様式）を知事に提出しなければな

らない。 

（変更等の承認申請） 

第７条 規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき、補助金等の交付の決定の通

知を受けた補助事業等の内容又は経費の配分の変更（知事が軽微な変更と認めた物を除

く。）その他申請にかかる事業の変更、中止または廃止の承認を得ようとするときは、あ

らかじめ補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、承認

を受けなければならない。 

（申請を取り下げることができる期日） 

第８条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日

から起算して１５日を経過した日とする。 

（概算払） 

第９条 知事は、必要があると認める場合は、本要綱に定める補助金について概算払の方

法により補助金を交付することができる。 

（状況報告等） 

第１０条 規則第１１条の規定による事業の遂行の報告は、補助事業実施状況報告書（第

５号様式）により、知事が指定する日までに行うものとする。 

２ 補助事業者は、当該事業が完了した時は、速やかに補助事業完了報告書（第６号様式）

を知事に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１３条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第７号様式）に

より事業完了の日から起算して２０日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日

の属する年度において知事が別に定める日のいずれか早い日までに行わなければならな

い。 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じ

て現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、

補助事業者に通知する。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金額が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 



 

３ 前項の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内の納付がない

場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（補助金の支払） 

第１３条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払う

ものとする。ただし、必要と認められる経費については、概算払いすることができる。 

２ 補助事業者は、第９条の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、補助金

交付（概算払）請求書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。 

（補助事業による収益の一部の納付） 

第１４条 補助事業者は、補助事業のうち相当の収益が生ずる可能性があると認められる

事業については、当該補助事業の業務又は会計の状況に関する報告及び資料を、速やか

に知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告の結果、相当の収益が生じたと認められる場合においては、補助

事業者に対し、当該補助事業により生じた収益から必要な経費を控除した額の納付を命

ずることができる。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 規則第１８条第１項のただし書きに規定する別に定める期間は、「補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（昭和５３年８月５日通商産業省

告示第３６０号）」に定める期間とし、同条同項第２号及び第３号に規定する別に定める

財産は、設備その他の財産（取得価格及び効用の増加価格が単価５０万円未満のものを

除く。）とする。 

（会計帳簿等の整備等） 

第１６条 補助事業者は、補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、

補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけ

ればならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行し、平成１３年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１６日から施行し、平成２５年度分の補助金から適用する。 



附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年５月２７日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度分の補助金から適用する。 

２ 平成２８年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の補助金から適用する。 

２ 平成３０年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年３月１９日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

２ 令和２年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年３月２５日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

２ 令和３年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年３月１７日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

２ 令和４年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年３月２１日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

２ 令和６年度以前の補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年３月２４日から施行する。 

２ 施行日より前の補助金については、なお従前の例による。 

 

 



別表第１（第２条関係） 

１ 県産品 生産、製造又は加工の最終段階を県内で行っている商品（県外の事業者な

どにより製造された場合は、主な原料が福島県産であって、県内に主たる事

務所を有する者が販売を行っている商品）であって、県のイメージアップを

図れるもの。ただし一次産品を除く。 

２ 加工食品 食品の「品質保存」、「有効利用」、「安定供給」、「栄養素量の改善」、

「色・香り・味などの嗜好性の向上」、 「 簡便性 」 、 「 調理の短縮化 」

等を図ることなどを 目的 に、 食品に何らかの加工を施したものであり、 

水産練り製品・肉加工品・乳加工品・嗜好食品・調味料・菓子類・冷凍食品 

・レトルト食品・缶詰食品・インスタント食品等。 

３ 加工食品事業者  上記「加工食品」を取り扱っており、県内に本拠を置く事業者・組合等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

事

業

区

分 

ふくしま商品開発・販路開拓 

支援事業 

 

加工食品事業者グループ  

緊急支援事業 

補

助 

対

象

者 

○福島県内に本拠を置く、県指定

伝統的工芸品、繊維・木工・ク

ラフト製品の事業者及び団体・

組合・市町村 

○県内に本拠を置く、加工食品事

業者・組合等 

福島県内に本拠を置く、複数の加工食

品事業者から構成される組合  

（※１）・業界団体（※２）・グルー

プ（※３） 

 

事

業

内

容 

商品開発（ふくしまクリエイター

ズバンクの活用等）、販路拡大、

情報発信等、県産品の振興に資す

ると認められる事業 

一定の業種や地域内で複数の県内加

工食品事業者が連携して効果的に行

う商品開発・改良、販路拡大、情報発

信等、県産品の振興に資すると認めら

れる事業 

経

費

区

分 

旅費、報償費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、負担

金 

旅費、報償費、需用費、役務費、委託

料、使用料及び賃借料、負担金 

補

助

額 

補助対象経費の２／３以内の額

（補助限度額は５００千円とす

る） 

補助対象経費の４／５以内の額（補助

限度額は１０，０００千円とする。） 

軽

微

な 

変

更 

〇補助対象経費の２０％以内の減

額又は県補助金額の増減を伴わな

い補助対象経費の変更をすること 

〇事業計画の主要な部分に重要な影響

を及ぼさない変更をすること。 

〇補助対象経費の２０％以内の減額

又は県補助金額の増減を伴わない補

助対象経費の変更をすること  

〇事業計画の主要な部分に重要な影響を及

ぼさない変更をすること。 

※１：中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第２条第１項第６号から第８号に定める法 

人（企業組合、協同組合等） 

※２：特定の食品カテゴリーや業務に関わる県産品事業者により構成される非営利団体 

※３：複数（２者以上）の加工食品事業者から構成されたグループ（本事業の申請に当たり新たに構築 

されたグループも含む） 


